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	1	 はじめに

1990年代以降、21世紀に向けた地球環境保全に関する数々

の環境規制指令が欧州から打ち出された。その後、世界的に

各種産業分野で環境対策の技術開発が活発に行われ、特に

日本は世界に先駆けて欧州環境規制を満足する商品、技術開

発を成し遂げ、今や環境分野で世界を先導している。

電気・電子機器分野では、金属の耐食性を保持するために

6価クロメート処理を施した金属素材が長い間使用されてき

た。1990年以前から6価クロムを外部へ排出・溶出させない

ために、クローズドシステムによる排水処理の普及と製品面

でのクロム溶出対策の確立により、製造現場での環境対策が

講じられてきた。1990年代の欧州規制に代表される製品環境

規制を契機に、国内鉄鋼各社は 6価クロムを含まない化成処

理鋼板やプレコート鋼板（以下、クロメートフリー鋼板と記

す）の開発研究を活発に行い、達成目標期限 2006年 7月を待

たずして 2005年末にクロメートフリー型の電気・電子機器分

野用表面処理鋼板の品揃えを完成させた。

ここでは、主に電気・電子機器分野を取り巻く世界的な環

境規制動向と、環境調和型表面処理鋼板の開発の歴史、そ

の諸特性・評価技術の進化について述べる。

	2	 	表面処理鋼板を取り巻く	
有害物質削減規制動向

1992年、リオデジャネイロで開催された国連環境開発会議

において、「Agenda 21-United Nations Environment 

Programme」1）が採択された。Agenda 21は 21世紀に向け

た地球規模での環境保護を図るための全 40章からなる行動

計画である。19章（Environmentally Sound Management 

of Toxic Chemicals Including Prevention of Illegal 

International Traffic in Toxic and Dangerous Products）

において化学物資の適正な安全管理のための課題が提示され

た。同年、自動車メーカー Volvo社が 6価クロム規制を打ち

出し、これが世界の具体的な製品環境規制の口火を切る形と

なった。その後、1996年使用済み車両からの廃棄物の低減、

適正処理に関するELV指令 2）（使用済車両、End-of-Life 

Vehicles）の原案が公表され、2000年に発令された。一方、

電気・電子機器分野では欧州の電気・電子機器の廃棄に関

するWEEE指令 3）（Waste Electrical and Electronic 

Equipment Directive）が 1997年に原案公表され、2003年

に発令された。また、2003年、電気・電子機器に含まれる特

定有害物質（水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、PBB、

PBDE）の使用制限に関するRoHS指令 4）（Restriction of 

The Use of Cer tain Hazardous Substances in Electrical 

and Electronic Equipment）が発令された。RoHS指令で

は、2006年 7月までに上記指定特定有害物質の使用禁止が

義務付けされた。

日本国内でも、上記規制と併せて、国内資源循環型社会を

形成していくために必要な 3R（リデュース・リユース・リサ

イクル）の取り組みを総合的に推進するための資源有効利用

促進法 5）が 2001年 4月に施行され、3Rの取り組みが必要と

なる業種や製品（10業種・69品目）が指定された。

	3	 家電用表面処理鋼板の使用動向

家電製品の家庭での普及率が年々増加している。普及率が

ほぼ 100％に達している冷蔵庫、洗濯機に対し空調機、カ

ラーテレビなどは、100％を越えて（1台 /家以上）普及して

いる。さらに最近の各種デジタル家電製品の登場、CR Tカ

ラーテレビや VTRから、フラットテレビ、DVDビデオへの

変化は、買い替え需要を生み出している。さらに、1990年代

に事務・情報機器として普及したパソコン、プリンター、複

写機は、高機能化により買い替えが進み、また安価化によ
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り、家庭への普及が急速に進んでいる。

これらの事務機器を含む家電製品の分野では、従来から防

錆性を付与するため表面に 6価クロムを含むクロメート処理

皮膜を施した亜鉛めっき鋼板が使用されていた。1980年頃よ

りクロメート処理の上に 1μm程度の薄膜有機皮膜を形成し

た耐指紋性鋼板、無塗油でプレス成型可能な潤滑鋼板、さら

に 20μm程度の塗装を行い、ユーザーでの塗装省略が可能

な塗装鋼板（以後プレコート鋼板）などの高機能鋼板が商品

化され、製品の外装、シャーシやパネルなどに幅広く使われ

るようになった。表面処理技術の発展が、家電製品の高度化

と多様化、コスト合理化、さらに環境破壊防止などの社会

ニーズに対して、タイムリーに応えてきた。

	4	 	クロメートフリー化成処理技術の	
展開

クロメートフリー化成処理技術に関する研究は、環境に対

する世の中の動向に対応して、1970～ 80年代前半に盛んに

行われた。例えば、モリブデン酸皮膜、重リン酸塩やケイ酸

塩などの無機系皮膜、タンニン酸皮膜などがあげられる 6,7）。

しかしながら、これらのクロメートフリー技術では、耐食性・

導電性・溶接性・色調など家電製品に必要とされる総合品質

の面からクロメート処理に置き換えられるものは見出されて

いなかった。このようなことから、クロメートフリー化成処理

技術の研究は実用化までに至らず、むしろクロメート皮膜を

利用した高機能化、高耐食化が急速に進んだ。環境対策とし

て、クローズドシステムによる排水処理の普及と製品面での

クロム溶出対策の確立により、製造現場での環境対策が講じ

られてきた。図17）に6価クロムの溶出削減、クロメートフリー

化の展開を環境調和の観点から整理した。

1990年代後半になると、欧州や国内の環境規制の動向を

睨みながら、国内鉄鋼メーカー、表面処理薬液メーカーによ

るクロメート代替技術の開発が本格化した。クロメートの薄

膜で優れた防錆作用をクロム以外の単体元素で達成すること

は非常に困難であることから、有機樹脂（または無機系皮

膜）によって腐食因子の透過障壁となる効果（バリア効果）

と、防錆添加剤によって皮膜欠陥部での腐食を抑制する効果

（自己修復性）を、複合化させる検討が行われた。以下に、主

に特許に開示されている技術について、有機系複合皮膜（ま

たは有機無機複合皮膜）8－17）と無機系複合皮膜 18－31）に分け

て、表 1、2に記載した。

	5	 	鉄鋼各社の	
クロメートフリー表面処理鋼板

5.1　耐指紋性クロメートフリー表面処理鋼板

ビデオデッキや複写機などのAV・OA機器のシャーシやパ

ネルの用途には、「耐指紋性クロメートフリー鋼板」が使用さ

れる。耐指紋性クロメートフリー鋼板は、その名が示すよう

に指紋が目立ちにくい耐指紋性と、塩水噴霧試験（JIS Z 

2371）による白錆発生時間が 72～ 150時間程度の耐食性、導

電性、溶接性などの数多くの特性を満足する必要がある。下

記に、鉄鋼メーカー各社で開発された耐指紋性クロメートフ

リー鋼板の報告例を紹介する。

吉見ら 32－33）は、アミン変性エポキシ樹脂が最も酸素透過性

が低く耐食性に優れていること（図 2）、さらに皮膜組成によ

らず膜厚が厚くなるほど層間抵抗が高く導電性が低下するこ

とから（図 3）、この樹脂の防錆機能をさらに向上させた特殊

キレート変性エポキシ樹脂と特殊防錆添加剤を配合した薄膜

有機複合被覆鋼板を開発・工業化した。

図 1　環境の観点から見た化成処理鋼板の展開 7）
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図 2　各種有機樹脂皮膜の酸素透過係数と耐食性との関係 33） 図 3　有機皮膜の種類と膜厚が層間抵抗に及ぼす影響 33）

表 1　1990 年後半以降の主なクロメートフリー表面処理技術（有機系複合皮膜）

表 2　1990 年後半以降の主なクロメートフリー表面処理技術（無機系複合皮膜）
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中元ら 34）は、添加量 10％までの範囲でシリカ添加により樹

脂フイルムの水の透過性が抑制されること（図 4）、また塩水

噴霧試験環境下でシリカが溶出して亜鉛の水和物とともに析

出して腐食を抑制するとしていること（図 5）から、シリカの

防食機構を活用した皮膜開発を行った。宮内ら 35）は、オレ

フィン系樹脂に、添加量、粒子径などの異なるコロイダルシ

リカを添加し、その防錆機構について研究した。コロイダル

シリカは、亜鉛の腐食が生ずると、カソード部では溶解して

pH上昇を抑制し、アノード部ではケイ酸イオンが再析出して

pH低下を抑制し、さらにシリカ皮膜を形成してアノード分極

を増大させることにより腐食防食効果を発揮すると報告して

いる。

金井ら 36）は、耐食性重視型と、皮膜をやや薄くした導電

性重視型を開発した。

吉川ら 37）は、電気 Zn-Co-Mo複合めっきの表面に、バナ

ジウムとリンの電解複合処理を開発し、①塗装用途タイプ、

②無塗装用途タイプ、③黒色用途タイプ、④半田用途タイプ

用鋼板を開発した。

5.2　�各種要求特性に対応したクロメートフリー表面処理

鋼板

モーターケースのプレス加工では、成形速度が速く、多段

成形を行うために金型温度が著しく上昇する。そのため、有

機系皮膜では深絞り加工後の摺動部で皮膜剥離や皮膜の黒

化が発生しやすい。安井ら 38）、Kanetoら 39）は、それぞれ、

従来のクロメート処理鋼板と同様の優れた加工後外観を有す

る無機系クロメートフリー皮膜を開発した。

また、エアコン室外機の熱交換ユニット部品などでは、製

造工程で冷媒循環用銅管をろう付けする際の加熱によって、

皮膜外観が損なわれる可能性がある。これに対して、例えば

安藤ら 40）は、加熱後外観が従来のクロメート皮膜と同等の無

機系クロメートフリー皮膜（溶融亜鉛めっきベース）を開発し

た。

松野 41,42）らは、溶融 Zn-6％ Al-3％Mg系合金めっき鋼板

をベースに、チタン化合物からなる無機系皮膜と、ウレタン

樹脂と防錆添加剤からなる有機複合皮膜を開発した。無機系

はビニールハウス用パイプやコンセント部材、有機系は加工

性の必要なエアコン底板などに採用されていると報告してい

る。

	6	 Pbフリー半田用鋼板

電気電子機器分野における環境負荷物質削減の動きの中

で、半田が錫─鉛系から錫─銀系、錫─ビスマス系などの鉛

フリー系へ急速に切り替えが進んでいる。これを背景に、半

田用めっき鋼板として使用されてきた鉛─錫合金めっきに替

わる鉛フリーめっき鋼板の開発、実用化が行われた。和氣

ら 43）は、鋼板上にニッケル、錫、亜鉛を順次めっきした後、

加熱による合金化処理を施すことで、3元素からなる合金

めっきを形成した鉛フリーめっき鋼板を開発、実用化した。

村田ら 44）は、電気亜鉛めっき鋼板に、樹脂をベースとした特

殊有機系後処理皮膜を開発した。錫─銀─銅系などの各種

無鉛半田に対して、従来の鉛─錫めっき、錫めっきと同等以

上の半田濡れ性、経時半田性を有し、さらに亜鉛めっきによ

る優れた耐食性を有すると報告している。

	7	 家電腐食促進試験法

塩水噴霧試験は金属材料の腐食試験法として、長い間使

図 4　水の透過性に及ぼすシリカ添加濃度の影響 34）

図 5　SST240 時間後のシリカ溶出量に及ぼすシリカ添加濃度の影響 34）
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用されてきた。しかし、実環境の腐食を再現していないこと

がいろいろな分野で明らかにされている45）。クロメートフリー

鋼板の適用に先立って、これまで家電用として 2種類の試験

法が提案されている。

梶山ら 46,47）は、家電製品の実態調査に基づいて、被試験

体の表面に定期的に塩化物イオンを含む塩分の付着を行う工

程（塩分付着工程）と、恒温恒湿槽内において絶対湿度一定

条件で温度と相対湿度を変化させて被試験体に乾燥と湿潤を

繰り返す工程（乾湿繰り返し工程）とで構成される新試験法

を開発した。付着塩分量は海岸地帯から田園地帯、さらに屋

外から屋内までの腐食環境を想定して広範囲に制御される。

本試験により、クロメートフリー鋼板を含む各種化成処理鋼

板、プレコート鋼板について各種腐食試験結果を沖縄暴露試

験（1年）と比較した結果、化成処理の種類に関係なく沖縄暴

露と良好な相関が得られたと報告している。

金井ら 48）は、家電用プレコート鋼板（PCM）のエアコン室

外機への適用を検討するにあたり塩水噴霧─乾燥─湿潤─

冷凍より構成される複合サイクル試験法（NCCT）、暴露試

験、塩水噴霧試験の比較を行い、NCCTが SSTに比べて暴

露試験に近い結果が得られることを示した。西岡ら 49）は

NCCTと沖縄暴露試験との良好な相関を示し、NCCTの 21

サイクル（3週）は沖縄県海岸地区での暴露 2年に相当すると

報告している。

	8	 今後の展望

欧州の環境規制の最終段階と言われているREACH規

制 50）（Registration Evaluation and Authorization of 

Chemicals）が 2006年 12月に採択され、2007年 6月に施行

された。欧州流通商品、生産量対応、化学物質の安全評価

を義務付け、2018年までに段階的に化学物質を登録・評価し

ていかなければならない。ほぼすべての化学物質が対象とな

り、その対応を迫られる時期が来る可能性がある。

一方、電気分野で見ると、IC・LSIなどを多用するデジタ

ル機器のパルス信号は非常に広範囲な周波数スペクトルを含

み、これがノイズ源となり、他の機器に誤動作を与える電磁

波障害 （EMI：Electro Magnetic Inter ference）という問題

を引き起こしており、ノイズの放射を制限するエミッション

規制がなされている。日本における電磁妨害波に関する規制

は、対象となる機器に応じて、電気用品安全法などによる法

規制とVCCI（情報処理装置等電磁波障害自主規制協議会）

による自主規制などがある 51）。電磁波をシールドする鋼板、

電磁波を減衰させる電磁波吸収鋼板が開発されているが、今

後、さらに電子機器のデジタル化・小型化が進み、広範囲な

周波数に対応できる高機能な表面処理鋼板が求められるであ

ろう。

資源循環型社会を形成していくために事業者に対して製品

の製造段階における3R対策、設計段階における3Rの配慮、

分別回収のための識別表示、事業者による自主回収・リサイ

クルシステムの構築などが求められるようになった。複写機

業界は使用済み部品を再利用するリユースの拡大を求められ

る特定再利用業種に指定された。使用済み複写機をそのまま

再利用する「再生機」の商品化や、使用済み複写機を分解・

解体した上で構成されている部品を再利用する「部品リユー

ス」などの取り組みが活発になっている。これらの製品にも

多くの表面処理鋼板が使用されており、リユース可能な、耐

久性の優れた鋼板が求められつつある。

	9	 おわりに

欧州での地球環境保全に向けた環境規制の動向と有害物

資排除型表面処理鋼板の開発の歴史、併せて今後の課題に

ついて述べた。

2006年 7月までに製品に含まれる有害物質の排除義務を課

したRoHS指令に対して、2005年末までに日本の鉄鋼メー

カー、電気メーカーは規制を満足する素材、製品を開発し，

商品化した。2007年 6月環境規制の最終段階と言われている

REACH規則が施行された。本規則の実施、運営に関して貿

易障害にならないように各国間で協議が行われていくが、表

面処理鋼板への環境規制は今以上に厳しくなっていくと推察

される。従来の表面処理鋼板では、耐食性、耐指紋性、導電

性が被膜設計の重要な要素であったが、電子機器の高性能

化に伴ってノイズ対策に代表されるような新たな機能が表面

処理鋼板に求められつつある。今後も、日本鉄鋼メーカーは

新たな環境規制を満足し、かつ新機能を備えた新表面処理技

術・商品を開発し、世界を先導していくであろう。
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